
○網走市介護支援専門員研修支援事業補助金交付要綱      

 

（総則）  

第１条 この要綱は、介護支援専門員の確保を図るため、介護支援専門員更新研修・再研修（以下「介護支

援専門員研修」という。）の受講に要した経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その

交付に関し、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

（１）事業者 

 市内で介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第24項に規定する居宅介護

支援事業を行う法人をいう。 

（２）介護支援専門員研修  

介護支援専門員に必要な専門的知識及び技術・技能の習得を図る研修のうち次に掲げるものをい

う。 

ア 法第 69条の２に基づく実務研修受講試験に合格した者が資格を取得するための実務研修 

イ 法第 69条の８に基づく実務未経験者の者が証を更新するための更新研修 

ウ 証の有効期限が既に満了している者が証の更新をするための再研修 

（３）従事者 

   事業者に雇用されている職員をいう。 

 

（補助対象事業等）  

第３条 補助金の交付の対象者（以下「申請者」という。）、対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）、補助金の額及び補助金の交付の条件は、別表のとおりとする。ただし、事業者は他の助成を既

に受けている場合は、補助金の交付を受けることができない。 

 

（補助金の交付申請）  

第４条 補助金の交付申請は申請者が行うものとし、交付申請書及びその添付書類の様式は、別記第１号様

式（事業者用）または別記第２号様式（従事者用）のとおりとする。  

２ 前項の申請書は、市長が別に指定する日までに提出しなければならない。  

 

（補助金の交付決定及び額の確定）  

第５条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正

と認めるときは、規則第５条に規定する補助金の交付決定を規則第１６条に規定する額の確定と併せて

行い、申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告）  

第６条 規則第１５条の規定による実績報告は、第５条の交付申請書の提出をもって報告があったものとみ



なす。  

 

（補助金の支払方法）  

第７条 市長は、第５条に定める補助金の額を確定した後に、その補助金を申請者に対して支払うものとす

る。  

２ 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、規則に定める請求書を提出しなければならない。  

 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 
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別表(第３条関係) 

対象者 補助対象経費 補助金の額 交付の条件 

事業者 事業者が介護支援専門員研修の

研修実施機関に直接支払った受

講経費。なお、必須テキスト代及

び実習費を含む（ただし、補講料

及び追試受験料等は補助対象と

しない）。  

また、消費税及び地方消費税相当

分については補助対象経費から

除外する。  

 

従事者１人当たり 

補助対象経費の実支

出額の２分の１（１

円未満の端数が生じ

た場合は、当該端数

を切り捨てた額とす

る。）を上限とし、

予算の範囲内で交付

する。 

次の各号のいずれにも該当する従事

者であること。  

（１）事業者が直接雇用契約を締結

していること。  

（２）市長が別に指定する期間中に

介護支援専門員研修を終了し、研修

実施機関が発行する修了証明書の交

付を受けていること。  

（３）事業者が運営する介護サービ

ス事業所に介護支援専門員以外とし

て就労しており、かつ、申請時にお

いて介護支援専門員として市内の居

宅介護支援事業所の就労しているこ

と。 

従事者 介護支援専門員研修の研修実施

機関に直接支払った受講経費。な

お、必須テキスト代及び実習費を

含む（ただし、補講料及び追試受

験料等は補助対象としない）。 

補助対象経費の全額 

（ただし、他の助成

を既に受けている補

助対象経費について

は、補助金の交付を

受けることができな

い。）とし、予算の

範囲内で交付する。 

次の各号のいずれにも該当する者で

あること。 

（１）介護支援専門員研修開始時点

において居宅介護支援事業所で就労

していない者。 

（２）申請時点において介護支援専

門員として市内の居宅介護支援事業

所で就労しており、その期間が３月

を過ぎ、引き続き就労が見込まれる

者。または、市より要介護等認定調

査員の個人委託を受けている者。 

（３）市長が別に指定する期間中に

介護支援専門員研修を終了し、研修

実施機関が発行する修了証明書の交

付を受けていること。 

（４）市内に住所を有し、市税等の

滞納がない者。 

 

 

 

 

 



 

別記第１号様式（第４条関係） 

 

 

  年  月  日  

 

 網走市長  様 

 

法人所在地  

法人名称  

代表者  印 

 

 

   年度介護支援専門員研修支援事業補助金交付申請書 

 

 網走市介護支援専門員研修支援事業補助金交付要綱の規定により、補助金の交付を受けたいので、次の

とおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 申請額       金          円 

 

 ２ 添付書類 

 （１）所要額（精算額）調書（別紙１－１） 

 （２）受講した従事者の就労証明書（別紙１－２） 

 （３）受講経費の領収書（原本）又はクレジット契約証明書（利用証明書） 

 （４）受講料、テキスト代等の内訳が分かる書類（研修案内等） 

 （５）研修機関が発行する修了証明書（写） 

 

 ３ 申請にあたっての誓約事項 

   本事業の他に、受講経費の補助及び助成は受けておらず、受講経費の補助及び助成に係る申請も行

っていません（交付要綱第３条関係）。 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式（第４条関係） 

 

 

  年  月  日  

 

 網走市長  様 

 

住所  

申請者 氏名 印 

電話  

 

 

   年度介護支援専門員研修支援事業補助金交付申請書 

 

 網走市介護支援専門員研修支援事業補助金交付要綱の規定により、補助金の交付を受けたいので、次の

とおり関係書類を添えて申請します。また、交付決定の審査において、私に関する住民票及び市税等納付

状況、他の助成制度による給付状況を関係各所に照会することに同意します。 

 

記 

 

 １ 受講費用            金          円(Ａ) 

 

 ２ 他の助成制度等による給付額   金          円(Ｂ) 

 

 ３ 申請金額            金          円(Ａ－Ｂ) 

 

 ４ 添付書類 

 （１）就労している事業所の就労証明書（別紙１－２） ※市の要介護等認定調査員個人委託者を除く 

 （２）受講経費の領収書（原本）又はクレジット契約証明書（利用証明書） 

 （３）受講料、テキスト代等の内訳が分かる書類（研修案内等） 

 （４）研修機関が発行する修了証明書（写） 

 

 

 

市税等の滞納 有 ・ 無 

確 認 日    年   月   日 

確 認 者 税務課 納税係 ○印 

 


